
添付資料１ 

 

【原子力規制委員会からの指示内容】 

 

発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針（研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子

炉施設に準用する場合を含む。）に定める重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器並

びに当該安全機能を果たすために直接又は間接に必要とする構築物、系統及び機器を内包する建屋に

ついての貫通部から建屋内部への水の浸入を防ぐ措置の現況について、平成２８年１２月２６日まで

に報告すること。 

 

 具体的な調査事項は、以下のとおり。 

 

（１）地表面上の貫通部 

① 調査対象建屋において、現状、外部溢水に対する当該建屋内への水の浸入防止措置は、地表面

上高さ何ｃｍまで措置がなされているか。（建屋の場所によって地表面上の高さが変化する場合

には、建屋の場所毎に回答を求める。） 

② 「①」で示した地表面上の高さを決定した根拠（建屋の場所によって地表面上の高さが変化す

る場合には、建屋の場所毎に回答を求める。） 

③ 地表面から「①」で示した地表面上高さまでに存在する建屋の各貫通部の状況（貫通させてい

る設備、貫通部がある建屋内部側の部屋に設置されている安全機能を有する機器・系統）と各

貫通部からの溢水浸入に対する防護措置の内容（水密化の有無、貫通部の水密化以外の安全機

能を有する機器・系統を被水・浸水から防護する措置）。 

④ 「③」において、水の浸入を防ぐ措置をしていない貫通部については、当該貫通部から浸入し

た水の影響を受ける可能性のある安全機能を有する機器・系統。 

具体的には、今回の調査では以下のいずれかの要件に該当する機器・系統 

・「③」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋貫通部の当該建屋内

開口部が存在する階の床面上に設置されている安全機能を有する機器・系統。ただし、当該貫

通部の当該建屋内開口部が存在する部屋の床面から内部溢水対策により区画分離されている

床面に設置されている機器・系統を除く。 

 

（２）地表面以下の貫通部 

① 調査対象の発電用原子炉施設又は再処理施設（以下「プラント」という。）が、現在、洪水発生

を想定した設計となっている場合には、外部溢水に対してプラントの安全性を確保するための

現行の防護措置を調査 

② 調査対象のプラントが、現在、洪水発生を想定した設計となっていない場合、以下の点につい

て調査 

a. 調査対象建屋の地下部にある当該建屋外部から当該建屋内部への貫通部の箇所 

b. 「ａ．」の各貫通部を通じて調査対象建屋内への水の浸入を防ぐ措置 



 

c. 「ｂ．」において、水の浸入を防ぐ措置をしていない貫通部については、当該貫通部から浸入

した水の影響を受ける可能性のある安全機能を有する機器・系統 

具体的には、今回の調査では以下のいずれかの要件に該当する機器・系統 

・「ｂ．」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋貫通部の当該

建屋内開口部下の壁面に設置されている安全機能を有する機器・系統。ただし、被水によ

り機能喪失を防ぐ措置をしているものを除く。 

・「ｂ．」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋貫通部の当該

建屋内開口部が存在する階の床面上に設置されている安全機能を有する機器・系統。ただ

し、被水により機能喪失を防ぐ措置をしているものを除く。また、当該貫通部の当該建屋

内開口部が存在する部屋の床面から内部溢水対策により区画分離されている床面に設置さ

れている機器・系統も除く。 

  


